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＜要旨＞ 
	 本研究では、ケアマネジメント（あるいはそれを含む地域包括ケア全般）に関する

アウトカム指標として、①利用者のQOL（Quality of Life）の向上、②従事者のQWL
（Quality of Work Life）の向上、③コスト（社会保障費）の上昇を最小限に抑えるこ

と、という 3点を同時に
．．．

実現する
．．．．

こと
．．
が重要であるという観点（図 1）に立ち、都内

の居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員ならびにその担当利用者を対象とし

て無記名のアンケート調査を実施した。 
	 利用者569（回収率38.1%）、介護支援専門員577（回収率38.7%）の回答を得た。
主な結果として、①利用者のQOL関連項目と介護支援専門員のQWL関連項目は有意
な正の相関関係を示し、「よりやりがいや満足感をもって働いている介護支援専門員の

担当利用者のQOLは高い」ことが示唆された。②介護給付費総額と利用者のQOL関
連項目との間には有意な関連がみられず、「介護給付を多く投じれば利用者のQOLを
向上させることができるわけではない」ことが示唆された。また、③介護給付費総額

と介護支援専門員の QWL 関連項目との間にはほぼ有意な関連がみられず（1 項目の
み負の関連を示した）、「多くの介護給付対象サービスを導入するケアプランを立案す

ることは、必ずしも介護支援専門員のQWLとは関連しない」ことが示唆された。 
	 今後、これらの知見をもとに、利用者の QOL 向上に最大限資するケアマネジメン
トや介護支援専門員の働き方（Work Life）のありようについて検討を深めていく必要
がある。 
 
	 	 	 	 図1. 研究イメージ 
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１．背景 
	 2000年の介護保険創設に伴い設置された介護支援専門員（ケアマネジャー）は、様々
な基礎資格保有者が5年以上の経験を経て取得する新たな資格であり、介護保険制度
の変遷とともに 15 年以上の経験を蓄積してきた。一方、ケアマネジメントの質につ
いては、創設後 15 年以上が経過した現在においても、いまだ明確な指標がなく、課
題とされていることも事実である。 
	 日本の介護支援専門員は、海外のケアマネジャーがときに医療・介護給付の門番

（Gate Keeper）の機能を担うと言われているのに対し、日本の介護保険制度では要
介護度ごと区分支給限度基準額が設定されているためその機能を有しないとも説明さ

れることがある。しかし一方で、今後のさらなる高齢化に伴う社会保障支出の増大を

見越して考えれば、必要でない給付はしないことが重要であるのは言うまでもない。

介護支援専門員も、給付の削減そのものを目的化することは断固あってはならないと

いう前提のもと、利用者・家族の幸せを達成するケアプランについて、それを必要最

小の給付のもと実現できるような工夫を進んで行っていくことが重要である。介護支

援専門員が専門職種として自律性（Professional Autonomy）を獲得し、介護保険制度
や日本社会の持続性にも寄与していくためには、至上目標である国民（利用者・家族）

のQOL（Quality of Life）向上のほか、介護支援専門員自身のQWL（Quality of Work Life）、
そして給付の適正化という3つの要素を、そのいずれかのみではなく、全て俯瞰して
対応していくことが極めて重要である。 
	 そこで本研究では、①QOLに関連する指標として利用者や家族の幸福感や主観的健
康感、②QWLに関連する指標として介護支援専門員の仕事のやりがいや職務満足度、
幸福感、主観的健康感、そして、③コスト（介護支援専門員の立案するケアプランに

組み込まれる介護給付費総額など）という3点に関するデータを収集し、それらをす
べて満たす、いわば「三方よし」のケアマネジメント実践のヒントを得るべく、現任

の介護支援専門員ならびにその担当利用者を対象として調査を実施する。（図1） 
	 なお、研究仮説として、以下のようなポイントを設定する。 
 
（１） よりやりがいや満足感をもって働いている介護支援専門員の担当利用者の

QOLは高い。 
（２） 区分支給限度基準額に占める介護給付額の割合（コスト）の多寡と利用者・

家族のQOLは有意な関連を示さない（すなわち、介護給付を多く投じれば利
用者を幸せにできるわけではない）。 

（３） 区分支給限度基準額に占める介護給付額の割合の多寡と介護支援専門員の
QWLは有意な関連を示さない（すなわち、介護給付を多く投じたケアプラン
を立案することが介護支援専門員の仕事のやりがいにつながるわけではな

い）。 
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図1. 研究イメージ 

 
 
２．方法 
（１）調査実施体制 
	 東京都介護支援専門員研究協議会会員から調査検討のためのワーキンググループの

メンバーを募り、下記メンバーにより調査の方法や内容を検討した。 
 
調査検討ワーキンググループ（五十音順） 

 氏名 肩書き 
1 千葉	 明子 東京都介護支援専門員研究協議会	 理事長 
2 南雲	 健吾 東京都介護支援専門員研究協議会	 理事 
3 牧野	 和子 東京都介護支援専門員研究協議会	 理事 
4 牧野	 雅美 東京都介護支援専門員研究協議会	 副理事長 
5 横山	 裕子 東京都介護支援専門員研究協議会	 委員 
6 吉江	 悟 東京都介護支援専門員研究協議会	 理事 

 
調査実施事務局 

 氏名 肩書き 
1 蔵本	 博樹 東京都介護支援専門員研究協議会	 事務局長 
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（２）調査対象 
	 東京都福祉保健局ホームページの居宅介護支援事業所一覧1に掲載されていた3,821
事業所（2017年 2月 1日時点）から、等間隔抽出により無作為に 1,500事業所を抽
出した。その上で、各事業所の管理者宛に依頼文を郵送し、任意の介護支援専門員 1
名と、その介護支援専門員が担当する利用者のうち五十音順で最も上位の苗字である

利用者1名（自筆または口頭により回答ができる方）を選定してもらい、介護支援専
門員と利用者それぞれに無記名のアンケート用紙を配布して回答を得た。両アンケー

トには、介護支援専門員と利用者のマッチングができるように ID番号を付与した。ア
ンケートの回収は、介護支援専門員票と利用者票をそれぞれ独立して回収し、利用者

の回答が介護支援専門員に見られる等の状況が生じないよう配慮した。 
	 なお、調査対象者の同意取得については、アンケートへの回答をもって同意の意思

表示があるものとみなした。実施団体である東京都介護支援専門員研究協議会には研

究倫理審査委員会が設置されていないことから、法人の理事会にて承認を得て実施し

た。 
 
（３）調査項目 
	 本調査では、以下のとおり調査項目を設定した。なお、アンケート用紙の詳細につ

いては、末尾の参考資料を参照されたい。 
 
１）利用者についての項目 
	 利用者に対しては、QOLに関連する項目として、介護保険事業計画を策定するため
に各自治体で実施されている日常生活圏域ニーズ調査において用いられている項目か

ら、主観的健康感、主観的幸福感、抑うつに関する2項目を質問した。 
	 加えて、介護支援専門員向けのアンケートから、性別、年齢、現在の要介護度、2
年前の要介護度、疾患（認知症、がん、神経疾患、関節疾患、呼吸器疾患、慢性心・

腎不全、その他の有無）を把握した。 
 
２）利用サービスについての項目 
	 介護支援専門員向けのアンケートから、調査対象となる利用者が直近月で利用して

いるサービスについて、居宅サービス（総合事業を含む）、地域密着型サービス、施設

サービス、医療保険によるサービス、保険外のサービスの種別を質問した。また、直

近月の介護給付費の合計点数、自費サービスの負担額、医療費の自己負担額概算も質

問した。 
 
３）介護支援専門員についての項目 
	 介護支援専門員に対して、基本特性として、性別、年齢、介護支援専門員としての

                                            
1 東京都福祉保健局. 居宅介護支援事業所一覧
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/jigyo/shitei/togetsu.html 
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経験年数、主任介護支援専門員資格の有無、基礎資格を質問した。さらに、QWL に
関連する項目として、介護支援専門員としての主観的健康感、主観的幸福感、仕事の

やりがい、職務満足感、離職意向、ジョブ・コントロール（仕事の手順や方法を自分

で決める裁量があるかどうか）を質問した。 
 
３．結果 
	 調査の結果、不達であった 8票を除いた 1492事業所のうち、回収数（回収率）は
利用者票569（38.1%）、ケアマネジャー票577（38.7%）であった。利用者・ケアマ
ネジャーの両者から回答が得られたのは543（36.4%）であった。（なお、個別の項目
で回答の欠損がみられるため、各集計における有効回答数は上記数値と必ずしも一致

しない。） 
	 各項目の単純集計結果は、末尾の参考資料に掲載した。本項ではあらかじめ設定し

た研究仮説の結果を中心に示す。 
 
（１）利用者のQOL関連項目と介護支援専門員のQWL関連項目の関わり 
	 Spearman の順位相関により、利用者の QOL に関連する項目（主観的健康感、主
観的幸福感、抑うつに関する 2項目の計 4項目）と介護支援専門員のQWLに関連す
る項目（主観的健康感、主観的幸福感、仕事のやりがい、職務満足感、離職意向、ジ

ョブ・コントロールの計6項目）の関連を検討した結果、全24（4項目×6項目）通
りの組み合わせのうち、有意水準5%にて19の組み合わせにおいて有意な関連を示し、
1%水準でも14の組み合わせで有意な関連を示した。（表1） 
 
（２）利用者のQOL関連項目と費用・サービス利用状況との関わり 
	 Spearman の順位相関により、利用者の QOL に関連する項目（主観的健康感、主
観的幸福感、抑うつに関する2項目の計4項目）と回答直近月における医療介護等サ
ービスにかかる費用（介護給付費、保険外サービスの利用額、医療費の自己負担額）

との関連を検討した結果、12 通り（4 項目×3 項目）の組み合わせすべてについて、
統計的に有意な関連は認められなかった。（表2） 
	 続いて、利用者の QOL に関連する項目と、各サービス（居宅サービス（総合事業
を含む）、地域密着型サービス、施設サービス、医療保険によるサービス、保険外のサ

ービス）の利用有無との関連を検討した結果、有意水準 5%にて、訪問介護、通所介
護、短期入所生活介護の3サービスについてのみ、一部有意な関連を示した。訪問介
護については、負の感情が強い（訪問介護利用者において、主観的健康感や主観的幸

福感が低い、抑うつ症状がある）利用者において利用割合が高いという関連が認めら

れ、通所介護・短期入所生活介護についてはそれとは逆の関連が認められた。（表 3） 
 
（３）介護支援専門員のQWL関連項目と費用・サービス利用状況との関わり 
	 Spearmanの順位相関により、介護支援専門員の QWLに関連する項目（主観的健
康感、主観的幸福感、仕事のやりがい、職務満足感、離職意向、ジョブ・コントロー

ルの計6項目）と回答直近月における医療介護等サービスにかかる費用（介護給付費、
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保険外サービスの利用額、医療費の自己負担額）との関連を検討した結果、18通り（6
項目×3 項目）の組み合わせのうち、主観的健康感と介護給付費との間にのみ弱い負
の関連（主観的健康感が低い介護支援専門員において、介護給付費が高い）がみられ

た（ρ=0.088, r=0.039）。（表4） 
	 続いて、介護支援専門員のQWLに関連する項目と、各サービス（居宅サービス（総
合事業を含む）、地域密着型サービス、施設サービス、医療保険によるサービス、保険

外のサービス）の利用有無との関連を検討した結果、有意水準 5%にて、短期入所生
活介護、訪問診療、保険外サービス（その他）の3サービスについてのみ、一部有意
な関連を示した。短期入所生活介護については、仕事のやりがい、職務満足感、離職

意向、ジョブ・コントロールとの間で正の関連を示し（短期入所生活介護利用者にお

いて、仕事のやりがいや職務満足感が高い、離職意向が低い、ジョブ・コントロール

が高い）、訪問診療については仕事のやりがいとの間で、保険外サービス（その他）に

ついては主観的健康観、主観的幸福感との間で負の関連が認められた。（表5） 
 
  



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 11 

４．考察・結論 
	 本報告書で示した結果は、すべて単純な二変量解析による結果の提示であり、様々

な要因の影響を調整した多変量解析が今後必要であるという方法論的な限界を申し添

えつつ、以下の通りの考察が可能と考える。 
 
（１）利用者のQOL関連項目と介護支援専門員のQWL関連項目の関わり 
	 当初設定した研究仮説の通り、利用者QOL関連項目と介護支援専門員QWL関連項
目との間では、多くの項目間で統計的に有意な関連が認められた。国内外の研究にお

いて、従業員の職務満足が顧客満足に影響を与えるという知見（図2）2がみられるが、

本研究では、ケアマネジャーという従事者の職務満足等が、顧客満足よりもさらに本

質的なアウトカムである利用者 QOL とも関連をもつことが示された。本研究のデザ
インでは、因果関係の特定は不可能であるが、一般論として臨床従事者の間で言われ

ている「利用者が幸せでいてくれることが自分たちの幸せ」であるという医療介護等

従事者のメンタリティの一端を示す結果とも考えることができる。 
 
図2. サービス・プロフィット・チェーン 

 
 
（２）利用者のQOL関連項目と費用・サービス利用状況との関わり 
	 利用者のQOLに関連する項目と、介護・医療等に関するサービス費用との間には、
有意な関連がみられず、「介護給付を多く投じれば利用者を幸せにできるわけではない」

という研究仮説を支持する結果が得られた。介護支援専門員は、利用者等の意向聴取

や専門的なアセスメントを通じ、実質的に区分支給限度基準額の範囲内で介護給付の

                                            
2 Heskett, J.L., et al. Putting the service-profit chain to work. Harvard Business Review, 164-174, 1994 
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額を増減させることができる立場にある。日本介護支援専門員協会が定める介護支援

専門員倫理綱領においても「公正・中立な立場の堅持」という態度が示されているが、

本研究を通じて、サービスの「量」を増やすことが利用者の QOL 向上と直接関連し
ないことが明らかとなったことから、介護支援専門員は、QOL向上に資するサービス
の「質」をいっそう重視して実践に望むことが重要と言えるだろう。加えて、今後介

護保険施策の中で進められていく「自立支援等施策」において、要介護状態の軽減等

に資する施策が検討されていくわけだが、要介護状態の軽減と QOL との関連を今後
とも定点観測し、要介護状態の軽減だけが目的化してしまわないような配慮（QOL
の状況にも配慮された施策実施）をしていくことが重要と考えられる3。 
	 なお、サービス種類別の利用有無と利用者 QOL との間では、一部項目において有
意な関連がみられたが、サービスの種類によって相関の向きが異なるという興味深い

結果が含まれた。しかしながら、各種サービスは単一で組み合わせて利用されること

も多いため、考察の冒頭にも示した通り、多変量解析等により交絡要因の除去を行い、

より精緻な検討が必要である。 
 
（３）介護支援専門員のQWL関連項目と費用・サービス利用状況との関わり 
	 介護支援専門員の QWLに関連する項目と、介護・医療等に関するサービス費用と
の間には、ほとんど有意な関連がみられず、「介護給付を多く投じたケアプランを立案

することが介護支援専門員の仕事のやりがいにつながるわけではない」という研究仮

説を支持する結果が得られた。（なお、弱い相関であるため参考程度に捉える必要があ

ると考えているが、介護給付費が高いケアプランを立案している介護支援専門員にお

いて主観的健康感が低いという関連がみられていた。）前掲（１）において、介護支援

専門員のQWLが利用者のQOLに何らかの影響を与えていることも示唆されており、
介護支援専門員がやりがいを持って働くためにも、利用者が幸せに生活を送っていく

ためにも、今後いっそう、ケアプランの内容をサービスの「量」から「質」（介護給付

費対象サービスに限らない）へと転換していく力動が必要となってくるだろう。 
	 なお、サービス種類別の利用有無と介護支援専門員 QWLとの間では、一部項目に
おいて有意な関連がみられたが、サービスの種類によって相関の向きは異っていた。

今後多変量解析等により交絡要因の除去を行い、より精緻な検討が必要である。 
 
  

                                            
3 浅川澄一. 国が推進する「自立支援介護」はなぜ危ういのか. ダイアモンドオンライン, 2017.2.15（URL: 
http://diamond.jp/articles/-/117967?display=b） 
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５．参考資料 
（１）アンケート用紙 
１）利用者票 
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２）ケアマネジャー票 
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（２）単純集計表 
１）利用者についての項目 
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２）利用サービスについての項目 
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３）介護支援専門員についての項目 
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本研究は、公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団 2015 年度（後期）一般公募「在
宅医療研究への助成」による研究助成を受けて実施された。 
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